
 

 

 

 憲法とは、国の「最高法規」です。国民の権利・自由を守るために国がやってはいけないこ

と、あるいはやるべきことについて、国家権力を縛るために国民が定めた決まりです。 

 法律は、国会が制定するきまりで、民法や刑法などさまざまあります。その多くは、国民を

縛るものです。最高法規である憲法に違反する内容の法律を制定することはできません。 

 

【憲法・法律・国家権力・国民との関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 憲法では、職業選択の自由や居住移転の自由、表現の自由などが定められています。どんな

仕事をするか、どこに住むか、どんな音楽を聴いて、どんな話をするか、私たちは当たり前の

ようにそれらを自らの意思で選択して生活しています。しかし、この自由は当たり前ではなく、

憲法で保障されているからこその自由なのです。 

 国会議員の中には憲法改正に意欲を見せている議員もいますが、憲法は国会議員などの国家

権力を縛るものです。国民よりも国会議員が、憲法改正に意欲を見せるとはどういうことでし

ょうか。憲法とは何かを私たちがきちんと理解し憲法改悪に NO をつきつけ、私たちの自由、

そして命・生活を守っていきましょう。 
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